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概要 
 
 タイソン・フレッシュ・ミート社、施設番号２４５Ｌ(1500 Plum Creek 
Parkway, Lexington, Nebraska)からの日本向け貨物は、輸出証明書に記載がなく、

またタイソン社の日本向け輸出のために認定された製品リストにない、不適格な

牛骨なしショートリブ 2 箱を含んでいた。米国農務省（USDA）による調査は、

当該製品は２０ヶ月齢以下と証明された牛由来ではないことに留意した。USDA
は、本件は例外的な(isolated)事例であり、その原因が、製品スキャナーが検出し

たエラーを施設の出荷担当者が無視することを許容してしまったという当該施設

における特定の従業員のエラーであるとのタイソン社の見解に同意する。 
 
 改善措置として、製品コードが日本向け輸出用として受け入れられるものであ

ることを証明する責任を有する全ての従業員はタイソン社により忠告を受け、再

研修を受けた。追加的な改善措置は以下を含む。：日本向け輸出適格な製品コー

ドは、１名を追加して合計で３名により確認されることとし、エラーが検出され

た場合は操作を停止する更新ソフトウェアが、パレット積み工程および出荷積み

込み工程の場のスキャナーにインストールされる。当該ソフトウェアの変更はタ

イソン社の他の全工場に対しても実施される。 
 
 USDA は、適切な訓練および追加的な管理措置の実施が当該施設の管理者によ

り完了するまで、施設番号 245L からの対日輸出証明を行わない。 
 
 
 
目的 
 
米国農務省（USDA）は、輸出証明書に記載がなく、またタイソン社の日本向

け輸出のために認定された製品リストにない、不適格な牛骨なしショートリブ 2
箱が日本向け貨物に含まれていたことに関連する一連の状況を評価するため、タ

イソン･フレッシュ･ミート社、施設番号 245L（1500 Plum Creek Parkway, 
Lexington, Nebraska）の調査を行った。 
 
背景 



  

 
米国産食肉の他国向け輸出は、独立しているが相互に依存した 3 つの組織の活

動により促進されている。： 
1) 米国の食肉及び家きん産業 
2) USDA 食品安全検査局（FSIS）、及び 
3) USDA 農業販売促進局（AMS） 

 
米国の食肉産業は、健康動物のと殺と、健全で、適切に表示され、問題のない

食品の提供に関する責任を負っている。米国食品衛生基準への適合に加え、業界

は、輸入国により課される全ての条件を満たさなくてはならない。米国からの製

品の輸出が米国農務省により認可されることが可能となる前に、米国食品安全要

件及び輸入国の貿易条件の双方に適合しなければならない。 
 

USDA 食品安全検査局(FSIS)は食肉及び食鳥製品の検査と他国への製品の輸出

証明についての責任を負っている。2006 年 3 月 1 日に公表された FSIS 指令

9000.1 改訂 1「輸出証明」は、これらの責務について詳細に記述している。FSIS
の規制に関する主要な役割は、食肉及び食鳥製品が問題がなく、国内及び国際取

引における販売に関する全ての米国食品安全基準に適合しているという重要な判

断を行うことである。 
この規制に関する業務は、FSIS が USDA の検査印を貼付する時点で完了する。

しかし、FSIS の職員が製品の輸出証明書に署名するためには、検査完了後に追

加的検証が必要である。 
 

USDA 農業販売促進局（ＡＭＳ）は、輸出が認められている施設が輸入国の追

加的条件を満たすことを保証するためのＥＶプログラムの基準を設定する責任を

負っている。それらのプログラムは、ＡＭＳによって有料で認定、監視されてお

り、経費は参加する施設が支払う。 
 
ＵＳＤＡの検査印（mark of inspection）及びＡＭＳのＥＶプログラムの組み合

わせにより、輸出に供される米国産食肉及び食鳥製品が、全ての米国食品安全基

準及び輸入国の貿易条件を満たしているものであると認証されたものであること

を保証している。 
 
調査の結果 
 
ＵＳＤＡは、タイソン社（Tyson Fresh Meats Inc., 施設番号２４５Ｌ、1500 

Plum Creek Parkway, Lexington, Nebraska）の手続き及び業務が、米国の輸出認証

要件及び日本の輸入条件に合致しているかどうかを判断するために調査を実施し

た。調査には、査察及び調査の手法が組み合わせて用いられた。３人編成のチー

ムが調査を実施し、当該施設への現地調査（２日間）も行われた。調査チームは、

現地調査の実施前に、入手可能な工場の記録及びＦＳＩＳの輸出記録を検索した。



  

その後、まず、時系列による事実関係の整理を開始し、データの分析及び書類の

調査を行った。 
現地調査においては、さらなる調査データの収集、操業に関する情報／手順の

分析、タイソン社の従業員及びＦＳＩＳの職員に対する面接、そして、施設のレ

イアウト、製造工程の流れ及び工程管理の調査が行われた。また、調査チームは、

受入、製造及び出荷の記録についても調査し、当局の方針及び手順が遵守された

か判定するために、ＦＳＩＳの指令及び通知、そしてＡＭＳのＥＶ要件に基づい

て作成されたチェックリストを用いた。 
 
結果は以下の通りである： 

 
１． 不適格な牛肉製品の混入 
・ 施設の従業員は、製品が日本向け輸出用とコードされていることを確認する

ために、全ての箱をスキャンする責任があった。 
・ スキャナーを操作する従業員は、２箱について、製品が日本向け輸出に適格

ではないというエラーメッセージを受け取っていた。 
・ ラベル番号は、当該製品は、２０ヶ月齢以下であると証明された牛由来では

ないことを示している。 
・ 従業員は、パレットに正確な箱数を割り当てるため、スキャンシステムを無

視した。 
・ 他の２名の従業員が、パレット上の全ての箱（不適格な２箱も含む）が、日

本向け輸出のためのＵＳＤＡの条件を満たしているとする確認書類にサイン

した。 
 
２． 製品のトレーサビリティー 
・ ＵＳＤＡの追跡調査（trace-back analysis）により、当該貨物の全ての箱は、

不適格な２箱を除いて適格品であり、輸出認証プロセスを通じて認証された

ことが確認された。 
・ タイソン社（施設番号２４５Ｌ）の管理監督部門は、出荷準備及び出荷作業

の間に、日本向け輸出に適格な製品の貨物に、不適格な製品の箱が混入する

ことを防げなかった。 
 
改善措置 
 
タイソン・フレッシュ・ミート社、施設番号２４５L は、不適格な製品の日本

への輸出を引き起こした又は一因となった状況を改善するための以下の措置を提

案した。 
 
● タイソン社は、同社による誤送の原因はスキャンシステムの無視という人的

なエラーであると確認していた。 
● 新しい管理方法が開発され、既に、または今後、３段階で実施される。 
 



  

○第１段階 
・ 製品コードが日本向け輸出用に受け入れられるものであることを証明する責

任を有する全ての従業員は、忠告を受け再研修された。 
・ パレット積みの際にスキャナーのエラーメッセージが生じた場合、箱のスキ

ャンを行う者は、当該パレット上の全ての箱を再確認し、混入した製品コード

のパレットが倉庫に搬入することのないよう問題を是正する。 
・ 出荷積み込みの際、出荷に先立ち全ての箱を個々に再度スキャンすることを

要求するという第二の改善措置が実施される。もし承認されていない製品がス

キャンされた場合は、エラーメッセージが発生し、問題が解決される。 
・第１段階は既に実施済み。 
 
○第２段階 
・ パレット積みの工程において、エラーが検出された場合には、操作が停止さ

れ、器具の使用を再開するためには管理部門の措置が必要となるよう、スキャ

ナーのソフトウェアの更新が実施される。 
・ パレット積み用のスキャナーのソフトウェアの更新はタイソン社の全工場に

おいて実施される。 
・ 第２段階は既に実施済み。 
 
○第３段階 
・ エラーが検出された場合には、操作が停止され、器具の使用を再開するため

には管理部門の措置が必要となるよう、出荷積み込みの際のスキャナーについ

てもソフトの更新が実施される。 
・  出荷積み込みの際のスキャナーのソフトウェアの更新はタイソン社の全工

場において実施する。 
・ 第３段階は２００７年４月に実施される。 
 
● 輸出製品の署名書式(Sign-Off form)は、日本向け製品のラベリング及び製品

コードの要件をより明瞭に記すよう修正・改良された。 
● 追加的確認は、積み荷部門とは関連がない、施設の従業員によって行われる。 
● 日本向け輸出のために準備された全ての箱は、製品コードが正しいかどうか

を確認するために、積み荷される前にタイソン社によって点検される。 
● 製品コードは一名追加して総勢３名によって確認される。：積み荷ドックの

主任または、指名された者、積み荷ドックの管理者、及び、積み荷部門と関連

のない品質保証部門の従業員又は訓練を受けて指名された者。 
 
結論 
今回の調査に関するＵＳＤＡの結論は以下のとおりである： 

 
• 不適格な骨なし牛肉（ショート・リブ）２箱については、日本向け輸出を意

図したものではなく、日本向けＥＶプログラムで定義されている、現行の日

本の輸入要件を満たしていなかった。 



  

• 不適格な当該製品は、食品用としてＵＳＤＡの検査を受け合格したものであ

り、輸出時において、米国の国内消費用として適格であり、また、ほとんど

の国際市場向けの輸出用として適格な、安全で健全な製品であった。 
• 当該貨物の残り全ての箱には、月齢が確認された牛からのものであることと

という条件を含む、日本向け牛肉のＥＶプログラムにおいて決められた特定

製品要件を満たした肉が入っていた。 
• USDA は、不適格な製品が日本向け輸出貨物に混入した根本的な原因は、当

該施設における特定の従業員のエラーによるもので、製品スキャナーによる

エラー検出を施設の出荷担当者が無視するということを許容してしまった、

というタイソン社の見解にＵＳＤＡは同意する。 
• ＵＳＤＡは、今回のエラーがタイソン社の別の施設においても起きていたと

いう証拠を有していない。 
• ＵＳＤＡは、当該施設の出荷における過失の根本的原因に対処・解決するた

め、タイソン社（施設番号 245L）が計画した研修及び管理方法に関する是

正措置を検討した。 
• その結果、ＵＳＤＡは、現在、当該施設（施設番号 245L）から日本への輸

出証明を行っていない。 
• USDA は、適切な研修、及び、管理方法に関する第３段階の実施完了をもっ

て、当該施設（施設番号 245L）製品の日本向け輸出証明を再開する準備が

あり、以上は、２００７年４月には完了するものと見込まれる。 


